
議案第 １ 号

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則

の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区

域に関する規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。

令和３年６月10日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

知的障害児童生徒増加に伴う那覇南部地区特別支援学校の過密化解消と那覇市在住児

童生徒の市外特別支援学校への通学負担を軽減するため、那覇市古波蔵に沖縄県立那覇

みらい支援学校が令和４年４月１日に開校する。

また、沖縄県立島尻特別支援学校馬天小学校分教室は、在籍児童がなく休室となって

いるが、今後の在籍が見込めないことから閉室とする必要がある。

令和３年度における県立特別支援学校高等部入試業務や市町村就学支援委員会の審議

に伴い、令和３年６月までに周知するため、規則を改める必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

（学校等の管理）

第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属

する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその

他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるも

のとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、

その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、

あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

２（略）

３（略）
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（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則

（沖縄県立特別支援学校管理規則の一部改正）

第１条 沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正

する。

別表第１沖縄県立大平特別支援学校の項の次に次のように加える。

沖縄県立那覇み 那覇市古波蔵 知的障害 小学部 ６年
らい支援学校 肢体不自由

病弱 中学部 ３年

高等部 ３年 普通科

「
馬天小学校 南城市佐敷字津 知的障害 小学部 ６年
分教室 波古

別表第１中 を
真和志高等 那覇市字真地 知的障害 高等部 ３年 普通科
学校分教室

」

「
真和志高等 那覇市字真地 知的障害 高等部 ３年 普通科
学校分教室

に改める。

」

（沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第２条 沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成22年沖縄県教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１那覇学区の部を次のように改める。

那覇学区 大平特別支援学校 宜野湾市（宜野湾市立宜野 久米島高等学校分教室
湾、嘉数及び真志喜中学校 あっては、久米島町と
区域（宜野湾市立真志喜中 する。
学校区域にあっては宜野湾
市立大謝名小学校区域に限
る。）に限る。）、浦添
市、那覇市（那覇市立松
島、城北、石嶺及び安岡中
学校区域に限る。）

那覇みらい支援学校 那覇市（那覇市立松城、石
（知的障害である児 田、真和志、神原、那覇、
童に対する教育を行 上山、首里、仲井真、寄
う小学部並びに生徒 宮、古蔵及び鏡原中学校区
に対する教育を行う に限る。）、豊見城市（豊
中学部及び高等部に 見城市立とよみ小学校区域
限る。） に限る。）

那覇みらい支援学校 那覇市（那覇市立石田、仲
（肢体不自由である 井真、寄宮、古蔵、神原、
児童に対する教育を 上山、鏡原、小禄、金城及
行う小学部並びに生 び那覇中学校区域（那覇市
徒に対する教育を行 立那覇中学校区域にあって
う中学部及び高等部 は、那覇市立若狭小学校及
に限る。） び那覇小学校区域に限

る。）に限る。）、豊見城
市（豊見城市立とよみ小学
校区域に限る。）
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那覇みらい支援学校 那覇市（那覇市立石田、仲 児童福祉法（昭和22年
（病弱である児童に 井真、寄宮、古蔵、神原、 法律第164号）第６条
対する教育を行う小 上山、鏡原、小禄、金城及 の２第１項に規定する
学部並びに生徒に対 び那覇中学校区域（那覇市 小児慢性特定疾病にか
する教育を行う中学 立那覇中学校区域にあって かっている児童生徒で
部及び高等部に限 は、那覇市立若狭小学校及 あって、医師の許可を
る。） び那覇小学校区域に限 受けて保護者の責任に

る。）に限る。）、豊見城 おいて通学可能である
市（豊見城市立とよみ小学 者に限る。
校区域に限る。）

鏡が丘特別支援学校 宜野湾市、中城村、西原
（肢体不自由である 町、浦添市、那覇市（那覇
児童に対する教育を 市立安岡、首里、真和志、
行う小学部並びに生 松島、城北、松城、石嶺及
徒に対する教育を行 び那覇中学校区域（那覇市
う中学部及び高等部 立那覇中学校区域にあって
に限る。） は、那覇市立泊小学校区域

に限る。）に限る。）
」

別表第１那覇特学区の部中「及び医療型児童発達支援センター「わかたけ」の通所者」を削る。

別表第１島尻学区の部を次のように改める。

島尻学区 島尻特別支援学校 西原町、南城市（南城市立 幼稚部にあっては、浦
（真和志高等学校分 久 高 中 学 校 区 域 を 除 添市及び那覇市（那覇
教室を除く。）（知 く。）、与那原町、南風原 市立神原、那覇、上
的障害である幼児に 町、八重瀬町、豊見城市 山、松島、真和志、石
対する教育を行う幼 （豊見城市立長嶺小学校区 田、城北、石嶺、松城
稚部、児童に対する 域に限る。） 及び安岡中学校区域に
教育を行う小学部並 限る。）を加える。
びに生徒に対する教
育を行う中学部及び
高等部に限る。）

島尻特別支援学校 南城市（南城市立久高中学
（肢体不自由である 校区域を除く。）、与那原
幼児に対する教育を 町、南風原町、八重瀬町、
行う幼稚部、児童に 豊見城市（豊見城市立とよ
対する教育を行う小 み小学校区域を除く。）、
学部並びに生徒に対 糸満市
する教育を行う中学
部及び高等部に限
る。）

西崎特別支援学校 那覇市（那覇市立小禄及び
金 城 中 学 校 区 域 に 限
る。）、豊見城市（豊見城
市立豊見城及び伊良波中学
校区域に限る。）、糸満市

」

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年10月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、令和４年４月１日から施

行する。

（経過措置）

２ 沖縄県立島尻特別支援学校の馬天小学校分教室は、第１条の規定による改正後の沖縄県立特別支援学校

管理規則別表第１の規定にかかわらず、令和４年３月31日までの間、なお存続するものとする。

３ 前項の規定により、なお存続するものとされる沖縄県立島尻特別支援学校の馬天小学校分教室の通学区

域については、なお従前の例による。
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規則案の概要の説明

部課名 県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規

則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

那覇市古波蔵に沖縄県立那覇みらい支援学校が令和４年４月１日に開校する。

また、沖縄県立島尻特別支援学校馬天小学校分教室は、在籍児童がなく休室とな

っているが、今後の在籍が見込めないことから閉室とする必要がある。

令和３年度における県立特別支援学校高等部入試業務や市町村就学支援委員会の

審議に関わり、令和３年６月までに周知するため、規則を改める必要がある。

３ 改正案の概要

(1) 沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則について

①別表第１中、沖縄県立大平特別支援学校の次に沖縄県立那覇みらい支援学校を

加える。（別表第１関係）

この規則は、令和３年10月１日から施行する。（附則）

②別表第１中、沖縄県立島尻特別支援学校の項中の馬天小学校分教室を削除す

る。（別表第１関係）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。（附則）

(2) 沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

①別表第１中、那覇学区の部大平特別支援学校の項中の区域から那覇市（神原、

那覇、上山、真和志、石田、松城）を除く。（別表第１関係）

②別表第１中、那覇学区の部大平特別支援学校の項の次に、那覇みらい支援学校

の通学区域を加える。（別表第１関係）

③別表第１中、那覇学区の部鏡が丘特別支援学校（肢体不自由である児童に対す

る教育を行う小学部並びに生徒に対する教育を行う中学部及び高等部に限る。）

の項中の那覇市の区域は（那覇市立安岡、首里、真和志、松島、城北、松城、石

嶺及び那覇中学校区域（那覇市立那覇中学校区域にあっては那覇市立泊小学校区

域）に限る。（別表第１関係）

④別表第１中、那覇特学区の部那覇特別支援学校の項中の区域から医療型児童発

達支援センター「わかたけ」の通所者を除く。（別表第１関係）

⑤別表第１中、島尻学区の部島尻特別支援学校（知的障害である幼児に対する教

育を行う幼稚部、児童に対する教育を行う小学部並びに生徒に対する教育を行う

中学部及び高等部に限る。）の項中の那覇市を除く。八重瀬町は全域を区域と

し、豊見城市（豊見城市立長嶺小学校区域に限る。）とする。

また、馬天小学校分教室（知的障害である児童に対する教育を行う小学部に限

る。）にあっては、南城市（南城市立久高中学校区域を除く。）を除く。（別表
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第１関係）

⑥別表第１中、島尻学区の部島尻特別支援学校（肢体不自由である幼児に対する

教育を行う幼稚部、児童に対する教育を行う小学部並びに生徒に対する教育を行

う中学部及び高等部に限る。）の項中の豊見城市の区域は（豊見城市立とよみ小

学校区域を除く。）とする。

⑦別表第１中、島尻学区の部西崎特別支援学校の項中の那覇市の区域から那覇市

立鏡原中学校区域を除く。また、八重瀬町を除く。（別表第１関係）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。（施行期日）（附則）

４ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

５ 添付資料

(1) 新旧対照表

(2) 根拠法令等の参照条文

(3) その他参考となる資料
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新旧対照表（第１条関係）

沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）新旧対照表

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 （略） 第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第16

2号）第33条の規定に基づき、沖縄県立特別支援学校（以下「学校」という。）の

管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（学校の目的） （学校の目的）

第２条 （略） 第２条 学校は、教育基本法（平成18年法律第120号）、学校教育法（昭和22年法律

第26号）、その他教育に関する法令に基づき、それぞれ視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、

小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は

生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とす

る。

（名称、位置、修業年限等） （名称、位置、修業年限等）

第３条 （略） 第３条 学校の名称、位置、障害の種類、部、科、修業年限及び学科は、別表第１に

定めるところによる。

第４条～第84条 （略） 第４条～第84条 （略）

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

名称 位置 障害の種類 部 科 修業年限 学科 名称 位置 障害の種類 部 科 修業年限 学科

沖縄県立大平 浦添市大 知的障害 小学部 6年 沖縄県立大平 浦添市大 知的障害 小学部 6年

特別支援学校 平 特別支援学校 平

（新旧対照表 1 ページ）
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中学部 3年 中学部 3年

高等部 3年 普通科 高等部 3年 普通科

久米島高等 久米島町 知的障害 高等部 3年 普通科 久米島高等 久米島町 知的障害 高等部 3年 普通科
学校分教室 字嘉手苅 学校分教室 字嘉手苅

沖縄県立那覇 那覇市古 知的障害 小学部 6年 （新設）

みらい支援学 波蔵 肢体不自由
校 病弱 中学部 3年

高等部 3年 普通科

沖縄県立島尻 八重瀬町 知的障害 幼稚部 1年、2年、 沖縄県立島尻 八重瀬町 知的障害 幼稚部 1年、2年、
特別支援学校 字友寄 肢体不自由 3年 特別支援学校 字友寄 肢体不自由 3年

小学部 6年 小学部 6年

中学部 3年 中学部 3年

高等部 3年 普通科 高等部 3年 普通科

真和志高等 那覇市字 知的障害 高等部 3年 普通科 馬天小学校 南城市佐敷 知的障害 小学部 6年
学校分教室 真地 分教室 字津波古

真和志高等 那覇市字 知的障害 高等部 3年 普通科

学校分教室 真地

別表第２（第６条の２関係） （略） 別表第２（第６条の２関係） （略）

第１号様式～第21号様式 （略） 第１号様式～第21号様式 （略）

（注） 規則の改正規定に係る部分の対照箇所にアンダーラインを引くこと。

（新旧対照表 2 ページ）
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新旧対照表（第２条関係）

沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成22年沖縄県教育委員会規則第３号）新旧対照表

改 正 案 現 行

（趣旨）

第１条～第５条 （略） 第１条 この規則は、沖縄県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）の通

学区域（以下「学区」という。）について必要な事項を定めるものとする。

（学区）

第２条 特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部並びに高等部（普通科に限る。）

の学区は、別表第１のとおりとする。ただし、別表第２に掲げる区域については、

県全域とする。

２ 特別支援学校の高等部の入学者選抜のための学力検査による選抜の結果、特別支

援学校の高等部の合格者の数が学科の定員に達しない場合に再度募集が行われると

きの当該募集に係る特別支援学校の高等部の普通科の学区については、別表第１の

規定にかかわらず、県全域とする。

３ 特別支援学校の高等部（普通科以外の学科に限る。）の学区は、県全域とする。

第３条～第５条 （略）

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

学区名 特別支援学校名 区域 学区名 特別支援学校名 区域

全県学区 （略） （略） （略） 全県学区 （略） （略） （略）

那覇学区 大平特別支援学校 宜野湾市（宜野湾市立宜野 久米島高等学校分教 那覇学区 大平特別支援学校 宜野湾市（宜野湾市立宜野 久米島高等学校分教
湾、嘉数及び真志喜中学校 室にあっては、久米 湾、嘉数及び真志喜中学校 室にあっては、久米
区域（宜野湾市立真志喜中 島町とする。 区域（宜野湾市立真志喜中 島町とする。
学校区域にあっては宜野湾 学校区域にあっては宜野湾
市立大謝名小学校区域に限 市立大謝名小学校区域に限
る。）に限る。）、浦添 る。）に限る。）、浦添

（新旧対照表 1 ページ）
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市、那覇市（那覇市立 市、那覇市（那覇市立神
松島、 原、那覇、上山、松島、真

城北、石嶺 和志、石田、城北、石嶺、
及び安岡中学校区域に 松城及び安岡中学校区域に

限る。） 限る。）

那覇みらい支援学 那覇市（那覇市立松城、石 （新設） （新設）
校（知的障害であ 田、真和志、神原、那覇、
る児童に対する教 上山、首里、仲井真、寄
育を行う小学部並 宮、古蔵及び鏡原中学校区
びに生徒に対する に限る。）、豊見城市（豊
教育を行う中学部 見城市立とよみ小学校区域
及び高等部に限 に限る。）
る。）

那覇みらい支援学 那覇市（那覇市立石田、仲 （新設） （新設）
校（肢体不自由で 井真、寄宮、古蔵、神原、
ある児童に対する 上山、鏡原、小禄、金城及
教育を行う小学部 び那覇中学校区域（那覇市
並びに生徒に対す 立那覇中学校区域にあって
る教育を行う中学 は、那覇市立若狭小学校及
部及び高等部に限 び那覇小学校区域に限
る。） る。）に限る。）、豊見城

市（豊見城市立とよみ小学
校区域に限る。）

那覇みらい支援学 那覇市（那覇市立石田、仲 児童福祉法（昭和22 （新設） （新設）
校（病弱である児 井真、寄宮、古蔵、神原、 年法律第164号）第
童に対する教育を 上山、鏡原、小禄、金城及 ６条の２第１項に規
行う小学部並びに び那覇中学校区域（那覇市 定する小児慢性特定
生徒に対する教育 立那覇中学校区域にあって 疾病にかかっている
を行う中学部及び は、那覇市立若狭小学校及 児童生徒であって、
高等部に限る。） び那覇小学校区域に限 医師の許可を受けて

る。）に限る。）、豊見城 保護者の責任におい
市（豊見城市立とよみ小学 て通学可能である者
校区域に限る。） に限る。

鏡が丘特別支援学 宜野湾市、中城村、西原 鏡が丘特別支援学 宜野湾市、中城村、西原
校（肢体不自由で 町、浦添市、那覇市（那覇 校（肢体不自由で 町、浦添市、那覇市
ある児童に対する 市立安岡、首里、真和志、 ある児童に対する
教育を行う小学部 松島、城北、松城、石嶺及 教育を行う小学部

（新旧対照表 2 ページ）
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（新旧対照表 3 ページ）

並びに生徒に対す び那覇中学校区域（那覇市 並びに生徒に対す
る教育を行う中学 立那覇中学校区域にあって る教育を行う中学
部及び高等部に限 は、那覇市立泊小学校区域 部及び高等部に限
る。） に限る。）に限る。） る。）

那覇特学 那覇特別支援学校 那覇市 社会福祉法人沖縄肢 那覇特学 那覇特別支援学校 那覇市 社会福祉法人沖縄肢
区 体不自由児協会沖縄 区 体不自由児協会沖縄

南部療育医療セン 南部療育医療セン
ターの入所者に ターの入所者及び医

療型児童発達支援セ
ンター「わかたけ」

限る。 の通所者に限る。

島尻学区 島尻特別支援学校 西原町、 幼稚部にあっては、 島尻学区 島尻特別支援学校 西原町、那覇市（那覇市立 幼稚部にあっては、
（真和志高等学校 浦添市及び那覇市 （真和志高等学校 寄宮、古蔵、仲井真及び首 浦添市及び那覇市
分教室を除く。） （那覇市立神原、那 分教室を除く。） 里中学校区域に限る。）、 （那覇市立神原、那
（知的障害である 南城市（南城市立久高中学 覇、上山、松島、真 （知的障害である 南城市（南城市立久高中学 覇、上山、松島、真
幼児に対する教育 校区域を除く。）、与那原 和志、石田、城北、 幼児に対する教育 校区域を除く。）、与那原 和志、石田、城北、
を行う幼稚部、児 町、南風原町、八重瀬町、 石嶺、松城及び安岡 を行う幼稚部、児 町、南風原町、八重瀬町 石嶺、松城及び安岡
童に対する教育を 中 学 校 区 域 に 限 童に対する教育を （八重瀬町立東風平中学校 中 学 校 区 域 に 限
行う小学部並びに 豊見城市 る。）を加える。 行う小学部並びに 区域に限る。）、豊見城市 る。）を加える。
生徒に対する教育 （豊見城市立長嶺小学校区 生徒に対する教育 （豊見城市立長嶺中学校区 馬天小学校分教室
を行う中学部及び 域に限る。） を行う中学部及び 域に限る。） （知的障害である児
高等部に限る。） 高等部に限る。） 童に対する教育を行

う小学部に限る。）
にあっては、南城市
（南城市立久高中学
校区域を除く。）

島尻特別支援学校 南城市（南城市立久高中学 島尻特別支援学校 南城市（南城市立久高中学
（肢体不自由であ 校区域を除く。）、与那原 （肢体不自由であ 校区域を除く。）、与那原
る幼児に対する教 町、南風原町、八重瀬町、 る幼児に対する教 町、南風原町、八重瀬町、
育を行う幼稚部、 豊見城市（豊見城市立とよ 育を行う幼稚部、 豊見城市、
児童に対する教育 み小学校区域を除く。）、 児童に対する教育
を行う小学部並び 糸満市 を行う小学部並び 糸満市
に生徒に対する教 に生徒に対する教
育を行う中学部及 育を行う中学部及
び 高 等 部 に 限 び 高 等 部 に 限
る。） る。）
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（新旧対照表 4 ページ）

西崎特別支援学校 那覇市（那覇市立 小 西崎特別支援学校 那覇市（那覇市立鏡原、小
禄及び金城中学校区域に限 禄及び金城中学校区域に限
る。）、 る。）、八重瀬町（八重瀬

町立具志頭中学校区域に限
豊見城市（豊見城 る。）、豊見城市（豊見城

市立豊見城及び伊良波中学 市立豊見城及び伊良波中学
校区域に限る。）、糸満市 校区域に限る。）、糸満市

別表第２（第２条関係） （略） 別表第２(第２条関係） （略）

（注） 規則の改正規定に係る部分の対照箇所にアンダーラインを引くこと。
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那覇みらい支援学校
大平特別支援学校 大平特別支援学校
島尻特別支援学校 島尻特別支援学校
西崎特別支援学校 西崎特別支援学校
はなさき支援学校 はなさき支援学校

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

鏡原中

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原中

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

★西崎特支

★

島尻特支

大平特支★

県立那覇みらい支援学校設置後の那覇南部地区通学区域図【知的障害】

那覇中

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

★西崎特支

★

島尻特支

大平特支★

那覇中

●

長嶺中学校

〈新学区〉 〈現学区〉

【資料1】

●

東風平中学校●

東風平中学校

●

具志頭中学校

●

具志頭中学校

★

那覇みらい支援学校
●

とよみ小

●

長嶺中学校
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那覇みらい支援学校
鏡が丘特別支援学校 鏡が丘特別支援学校
島尻特別支援学校 島尻特別支援学校

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

鏡原中

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原中

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市
★

島尻特支

鏡が丘特支★

那覇中

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

鏡原中

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原中

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市
★

島尻特支

鏡が丘特支★

那覇中

●

長嶺中学校

〈新学区〉 〈現学区〉

●
泊小

【資料2】 県立那覇みらい支援学校設置後の那覇南部地区通学区域図【肢体不自由】

●

若狭小
●

那覇小

●

とよみ小

★

那覇みらい支援学校

●

長嶺中学校
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那覇みらい支援学校（小児慢性特定疾患に限る）
鏡が丘特別支援学校（全県学区） 鏡が丘特別支援学校（全県学区）
森川特別支援学校（全県学区） 森川特別支援学校（全県学区）

【資料3】

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

鏡原中

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原中

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

鏡が丘特支★

県立那覇みらい支援学校設置後の那覇南部地区通学区域図【病弱】

那覇中

寄宮中
金城中●

小禄中●

●

鏡原中

●

●

●

安岡中

松島中●

城北中

●
石嶺中

●

●首里中

●松城中

●真和志中

神原中

●

●

●石田中

82

58

330

上山中

仲井真中

古蔵中

浦添市

西原町

宜野湾市

中城村

与那原町

南風原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

鏡が丘特支★

那覇中

●

長嶺中学校

〈新学区〉 〈現学区〉

★森川特支 ★森川特支

●
泊小

●

若狭小
●

那覇小

●

とよみ小

★

那覇みらい支援学校

●

長嶺中学校
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参
照
条
文○

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

（
学
校
等
の
管
理
）

第
三
十
三
条

教
育
委
員
会
は
、
法
令
又
は
条
例
に
違
反
し
な

い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教

育
機
関
の
施
設
、
設
備
、
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
教
材
の

取
扱
い
そ
の
他
の
管
理
運
営
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
、
必

要
な
教
育
委
員
会
規
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
よ
う
と
す
る
事

項
の
う
ち
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
は
新
た
に
予
算
を
伴
う
こ

と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ

め
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
は
、
学
校
に
お
け

る
教
科
書
以
外
の
教
材
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、

教
育
委
員
会
に
届
け
出
さ
せ
、
又
は
教
育
委
員
会
の
承
認
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
定
め
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

３

第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
法
令
又
は
条
例
に
違
反

し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
特
定
社
会
教
育
機
関
の
施
設
、
設

備
、
組
織
編
制
そ
の
他
の
管
理
運
営
の
基
本
的
事
項
に
つ
い

て
、
必
要
な
地
方
公
共
団
体
の
規
則
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
則
で
定
め
よ
う
と
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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